
地方自治体等が参加する安全体制づくりに関する附則・附帯決議

原子力規制委員会設置法（平成２４年法律第４７号）

（政府の措置等）

附則 第６条第８項

政府は、東日本大震災における原子力発電所の事故を踏まえ、地方公共団

体に対する原子力事業所及び原子力事故に伴う災害等に関する情報の開示の

在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる

とともに、関係者間のより緊密な連携協力体制を整備することの重要性に鑑

み、国、地方公共団体、住民、原子力事業者等の間及び関係行政機関間の情

報の共有のための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

原子力規制委員会設置法案に対する附帯決議

平成２４年６月１５日

衆議院環境委員会

九、地方公共団体、住民等が編成する地域の組織と、国、原子力事業者及び関

係行政機関等との緊密な連携協力体制を整備するため、フランスにおける原

子力透明化法に規定される地域情報委員会制度等、諸外国の事例等を踏まえ

つつ、望ましい法体系の在り方について検討し、必要な措置を速やかに講ず

ること。

原子力規制委員会設置法案に対する附帯決議

平成２４年６月２０日

参議院環境委員会

二十六、従来からの地方公共団体と事業者との間の原子力安全協定を踏まえ、

また、原子力の安全規制及び災害対策における地方公共団体の役割の重要性

に鑑み、本法施行後一年以内に地方公共団体と国、事業者との緊密な連携協

力体制を整備するとともに、本法施行後三年以内に諸外国の例を参考に望ま

しい法体系の在り方を含め検討し、必要な措置を講ずること。


